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理事長の報酬等に関する規程  

 

（目的）  

第１条 この規程は、社会福祉法人嵐山寮 理事長の報酬に関する規程を定める。 

（理事長）  

第２条 この規程に定める報酬支給可能な理事長とは、法人の職務の時間が年間

２６日以上の職務を行うものであり、その職務執行の対価について支給す

るものとする。  

（理事長報酬）  

第３条 理事長の報酬は、勤務の状況及び事業業績を勘案し、次の通り支給する。 

 １  １日の勤務時間は２時間以上とする。１日の勤務時間が２時間未満の場合  

は報酬額を１／２とする。  

２ 法人の職員を兼務し、職員給与が支給されている場合は、報酬は支給しな  

い。  

 報酬（日額）  

理事長  ２５，０００円  

 

（手当）  

第４条 通勤手当については実費支給とする。その他の手当等は原則なしとする。 

（費用）  

第５条 研修等の支給については就業規則等に定める施設長職と同等とする。  

（退職金）  

第６条 退職金は支給しない。  

（報酬の支払い方法）  

第７条 報酬の支払い日及び支払い方法については給与規程に準ずる。ただし、

報酬は、法令の定めるところによる控除すべき金額及び昼食代等を控除し

支給する。  

（その他）  

第８条 福利厚生、災害補償等については、就業規則に準ずる。  

（改廃）  
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第９条 この規程の改廃は、理事会及び評議員会の承認を受けて行う。  

 

附則  

この規程は平成２２年４月１日より施行する。  

この規程は平成２５年９月１日より改訂施行する。  

この規程は平成２９年６月１７日より改訂施行する。  

この規定は令和元年１１月２日より改訂施行する。  


